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公立大学法人公立鳥取環境大学役員報酬規程 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第２７号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。）の理事長、副理

事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。 

（役員の報酬） 

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤

の役員については、非常勤役員手当とする。 

２ 鳥取県又は鳥取市の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続き役員となるため退職し、かつ

引き続き役員となった者（以下「派遣役員」という。）については、前項の報酬に加えて、扶

養手当及び住居手当を支給する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、公立大学法人公立鳥取環境大学職員給与規程（平成２４年４月

１日鳥取環境大学規程第４５号）の適用を受ける職員を兼務する役員（以下「兼務役員」とい

う。）の報酬は、兼務役員手当とする。 

（報酬の支払い） 

第３条 役員に対する報酬の支払いについては、公立大学法人公立鳥取環境大学職員給与規程（以

下「給与規程」という。）第６条の規定を準用する。 

２ 常勤の役員の報酬からの控除については、給与規程第６条の規定を準用する。 

（給料） 

第４条 常勤の役員の給料の月額は、次のとおりとする。 

区分 給料の月額 

理事長 ９４９，０００円 

副理事長 ７４２，０００円以内で理事長が定める額 

理事 ７４２，０００円以内で理事長が定める額 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当、扶養手当及び住居手当は、給与規程第１０条、第１１条及び１２条の規定に

準じて支給する。 

（期末特別手当） 

第６条 期末特別手当は、毎年６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ

在職する常勤の役員に対して支給する。それぞれの基準日前１か月以内に退職し、解任され、

又は死亡した常勤の役員についても同様とする。 

２ 期末特別手当の額は、次項に定める期末特別手当基礎額に１００分の１.５４５を乗じて得た

額に、次の各号に掲げる基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする 

(１) ６か月 １００分の１００ 

(２) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(３) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 期末特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、解任され、又は死亡した役員にあ

っては、退職し、解任され、又は死亡した日現在）において役員が受けるべき給料の月額に１

００分の１４５を乗じて得た額とする。 

４ 第２項に規定する在職期間には、派遣役員が鳥取県又は鳥取市の職員としての在職期間を含
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むものとする。 

（日割計算等） 

第７条 新たに常勤の役員となった者には、その日から給料を支給する。 

２ 常勤の役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの給料を支給する。 

３ 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの給料を支給する。 

４ 第１項及び第２項の規定により給料を支給する場合における日割り計算の方法については、

給与規程第７条の規定を準用する。 

（非常勤役員手当） 

第８条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。 

(１) 理事 日額 ２７，３００円 

(２) 監事 日額 ２７，３００円 

２ 前項の規定にかかわらず、一週間に１５時間以上勤務する非常勤の理事（以下「常勤に準じ

た非常勤理事」という。）については、月額３００，０００円以内で理事長が別に定める額を

支給する。 

（非常勤役員の通勤手当） 

第９条 非常勤役員に支給する通勤手当は費用弁償として、公立大学法人公立鳥取環境大学職員

旅費規程に基づき支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、常勤に準じた非常勤理事に支給する通勤手当は、第５条に規定す

る通勤手当に準じて理事長が別に定める額を支給する。 

（兼務役員手当） 

第１０条 兼務役員手当の額は月額１００，０００円以内で理事長が別に定める額とする。 

２ 新たに兼務役員となった者には、その月から兼務役員手当を支給する。 

３ 兼務役員が退職し、解任され、又は死亡した場合は、その月まで兼務役員手当を支給する。 

（準用） 

第１１条 役員の報酬の支給に関し、この規程に定めがない事項については、職員の例による。 

（委任） 

第１２条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規程第１号） 

この規程は、平成２５年１月９日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年規程第２２号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規程第３５号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第１４号） 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成２７年３月１９日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の公立大学法人鳥取環境大学役員報酬規程の規定は、平成２６年

１２月１日から適用する。 

（報酬の内払い） 

３ 第１条の規定による改正後の公立大学法人鳥取環境大学役員報酬規程の規定を適用する場合



3/3 

においては、第１条の規定による改正前の公立大学法人鳥取環境大学役員報酬規程に基づいて

支給された報酬は、第１条の規定による改正後の公立大学法人鳥取環境大学役員報酬規程の規

定による報酬の内払いとみなす。 

附 則（平成２８年規程第４号） 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成２８年１月２８日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の公立大学法人公立鳥取環境大学役員報酬規程の規定は、平成２

７年１２月１日から適用し、第２条の規定による改正後の公立大学法人公立鳥取環境大学役員

報酬規程の規定は、平成２８年１月１日から適用する。 

（報酬の内払い） 

３ 第１条の規定による改正後の公立大学法人公立鳥取環境大学役員報酬規程の規定を適用する

場合においては、第１条の規定による改正前の公立大学法人公立鳥取環境大学役員報酬規程に

基づいて支給された報酬は、第１条の規定による改正後の公立大学法人公立鳥取環境大学役員

報酬規程の規定による報酬の内払いとみなす。 

附 則（平成２８年規程第１５号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規程第６５号） 

この規程は、平成２８年１１月３０日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２９年４

月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規程第２０号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規程第３号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年規程第８号） 

この規程は、令和５年４月１日より施行する。 

附 則（令和５年規程第２３号） 

１ この規程は、令和５年１２月２１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の公立大学法人公立鳥取環境大学役員報酬規程（次項において「改

正後の役員報酬規程」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

３ 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の定め

に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の定めの規定による報酬の内払いとみなす。 

附 則（令和６年規程第５号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年規程第５号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


